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○P146に「図 127の補足図. 困窮度別に見た、児童扶養手当（ひとり親）」を追記します。 

 

（追記） 

 

図 127の補足図. 困窮度別に見た、児童扶養手当（ひとり親） 

 

 

○P172に「図 152の補足図. 困窮度別に見た、養育費（ひとり親）」を追記します。 

（追記） 

 

図 152の補足図. 困窮度別に見た、養育費（ひとり親） 
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